
総合相談窓口 
住民相談・消費生活相談・行政相談 

法律相談（弁護士・司法書士）・税務相談 
就労支援（就職ナビゲーター、社会的就労） 

※職員６人（内管理職１名） 
消費生活相談員、FP２級、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士 

野洲市役所 市民生活相談室（市民部） 

＜市役所における総合相談窓口＞ 
・市民生活相談室を第一相談窓口として整備し、どんな相談でも迷わずに相談できるわかりやすい窓口として開設 
・直営のため、市役所内の各部署（福祉事務所等）との連絡調整、連携を円滑に行なっている 
 特に、 税金や使用料等の滞納情報を活用し、生活困窮者の早期把握・早期支援を実施している 
・社会福祉協議会や病院、法律家など地域の関係機関や専門家とのつなぎ役として、各機関を調整している 

・市役所内関係課および地域資源の活用等、総合力を活かし困窮者の発見から生活再建までワンストップでの相談
対応を実施し、市民の利便性が高い 
 例えば、市民の借金問題を税担当が発見し、法律家と一緒に解決し、公租公課の滞納額を圧縮している 
・市役所が中心となって地域における相談体制を整備することで関係機関が安心しておせっかいができる 

野洲市（人口：約5万人）の取組事例 

上下水道課 

（上下水道料） 

保険年金課 

（後期高齢者
医療保険料） 

教育委員会 

（給食費等） 

税務課 

（住民税、国保税、
固定資産税等） 

子ども家庭課 

（保育料） 

高齢福祉課 

（介護保険料等） 

社会福祉課 

（生活保護） 

不動産管理会社・大家 

（家賃滞納） 
家賃滞納等の情報から、 

SOSを発見した場合、連絡 

住宅課 

（市営住宅家賃） 

社会福祉 

協議会 

民生委員 

自治会 

法律家 
病院 

健康推進課 

（保健師） 警察 

その他、内外各種関係機関 


